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東⽇本⼤震災の経験を活かした⻄原村への⽀援

と も に が ん ば ろ う 熊 本・東 北

平成２８年１０月２５日

宮城県東松島市

小野 弘行

写真:東日本大震災の被害状況（東松島市）

写真:熊本地震の被害状況（西原村）
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東日本大震災では全国の自治体から応急対応・復旧支援

2

福岡県（県・市町村職員合同）チーム

（第１陣 H２３．３．２９）

発災から１２月３１日まで、全国自治体

からの震災応急対応・復旧支援職員

延べ１２、０００人日

チーム熊本 （県・市町村職員合同）
（第３４陣 H２３.１２.２３）

東松島市では北海道から九州まで

◎熊本県からは、チーム熊本として県職員
１２０名、県内４５全市町村職員４０３名、
H23.4.1～12.23まで３４陣、延べ５２３人
の支援を受ける。(その後、自治法派遣へ)
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・避難所を経て仮設住宅等、そして今、集団移転団地、災害公営住宅へ
・復興まちづくり計画の実現

①復興に必要となる膨大な予算の執行
震災前→震災後市予算約１０倍の執行額

②マンパワーの確保
プロパー職員 ３３４名＋他自治体派遣職員等※ １５２名(31.3%)〔平成２８年４月現在〕
※他自治体派遣職員 ５４名＋他自治体任期付採用職員１６名＋復興局支援職員５名 ＋市任

期付採用職員５０名＋再任用職員２７名 計１５２名 合計４８６名体制(前年同月比 +21名)

③行政経営の基盤となる自主財源（地方税収入）の確保
・Ｈ２３:▲４５％（Ｈ２２対比）、Ｈ２４:▲２２％（同） （復興との相関関係：住宅再建・産業振興・
雇用創出等）H２５:▲５％（同）

東松島市震災からの復興状況
復興計画期間(平成２３年度～３２年度まで)

～「鎮魂」と多くの支援への「感謝」を込めて
市民と共に進める（市民力による）復興まちづくり～
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平成２８年４月１４日、１６日 熊本地震発生に伴う
東松島市の対応

１．４月１４日夜、熊本県内からの自治法派遣職員(県職員１名、
市町村職員６名)に一時帰庁の指示(結果５名の職員帰任)

２．支援物資を市の防災拠点備蓄倉庫から支援物資(震災経験
を活かして必要と思われる物資を熊本市と調整の上、(１０トン
車１台、４トン車１台)で熊本へ出発(物流業者委託)
出発(４月１９日)

３．市幹部職員(部課長)２名を被災見舞いと情報収集等のため先遣
隊として熊本県に派遣。(熊本県庁での情報収集、熊本市役所で
の情報収集、被害の大きかった市町村の被害状況及び支援策の
ニーズ収集予定)で４月１９日～２０日まで派遣

４．先遣隊帰庁後(２１日)状況報告を受け、発災後の初動対応、災害
対策本部機能の充実、災害３法対応のための行政機能の充実を
図るための助言を行う必要があるとして西原村を中心とした支援
活動を行う事を決定し、２３日から職員３名を西原村に派遣を決定。
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東松島市の具体的支援内容(第１陣)

①災害対策本部の運営と機能及び被災者への情報発信について

・トップの基本姿勢(初動時の対応)はトップダウンで、復興まちづ
くりはボトムアップで行う必要性について

・防災関係機関と行政との情報共有と連携方法について
・トップ自らの被災者への情報提供と協力要請について
・国、県、関係団体への情報提供と法制度の柔軟な運用要請

(災害救助法・被災者生活再建支援法等)
・初動対応が住民、国、県、関係機関、メディア等から信頼され、
今後の復旧・復興に西原村だったら応援したいと思われる対応
を行うことが重要(目指すべき自治体の方向性の在り方)

派遣職員の職種及び⽀援業務内訳
・震災時 部⻑職１名
・ 〃 課⻑職１名
・ 〃 主任職１名

・震災当時、災害対策本部で関係機関との調整、
組織改正、⼈事等、職員の指揮を執った職員

・災害救助法及び被災者再建⽀援事務担当課⻑
・災害⽡礫の処理担当者
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②災害３法の適用に伴う対応方法と行政組織の再編について

・管理職員が災害対策本部で情報収集と本部長指示を的確に部課職
員に浸透し、関係機関の協力を得て実施する体制の構築が必要。

・東松島市で被災後1か月後に作成した復旧・復興指針、復興基本方針提示
・災害規模の大きさ、対応の進捗度合(ステージ) 、各種法制度(災害３法)の
運用に合わせた 各課の垣根を越えた行政体制の構築、職員の配置が必要。
(東松島市では被災者対応及び災害３法に対応するため通常窓口の他
３５の被災者用窓口を新規に開設)

・ステージ毎に変化する被災者ニーズに応えるための莫大な自治体事務に
対応できる体制を整える必要(他自治体への支援の発信と受入体制整備)

・避難所運営は住民との協働を中心にシフトし、災害がれき置き場の運営は
被災者雇用を推奨し、分別を徹底して関係団体等の協力で運営すべき。

・流言飛語に被災者が惑わされないため的確な情報の提供(手作り広報
誌を随時発行して村の災害対応、生活再建手続きの情報等)して避難所
始め被災者へ提供する必要がある。

・東日本大震災(東松島市)で使用した各種様式、質疑応答集、運用要領等を

提供して迅速な初動対応が出来るように支援。



7

③罹災証明発行のための被災家屋被害判定支援

東松島市第２陣～第５陣までの支援内容

◎４月３０日～５月３１日まで述べ１４名の派遣

・宮城県北部連続地震、岩手・宮城内陸地震、東日本大震災時に
家屋判定調査を担当した職員を中心に４陣に渡って支援派遣
※注意点として引き継ぎの時間を必ず現地で取ることによって滞在日数を

１日ダブらせてスムーズな調査を実施した。

・宮城県内の被災自治体（名取市、石巻市、東松島市）と 佐賀県
支援チーム等と合同で調査の実施。（約２、５００棟）
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西原村支援による行政組織再編と対応の変化ついて

①災害対策本部の強化・・・幹部職員が現場から本部へ(本来の指揮)
②避難所、がれき置き場・・住民と協働で避難所運営と瓦礫処理は「東松島

方式」で徹底分別(１９品目)と被災者の雇用
③災害広報紙の発行・・・・・流言飛語対策として正しい情報を被災者に提供

④組織の横断的設置・・・・業務優先(ステージ)順位で対応組織、人員の配置

⑤罹災証明発行のための被災家屋判定作業の体制整備
⑥西原村⇔東松島市間で支援ホットライン(被災業務毎)を開設(滞在中に構

築)(いつでも、担当レベルで詳細な相談・助言が可能に)
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熊本地震被災地支援で見えた課題

①メディア等により毎日報道され続けた自治体へ支援が集中
(行政支援に限らず医療チーム、ボランティア、支援物資等)
したため、その対応にプロパー職員が追われ、職員数が少な
い自治体は被災者への初動対応と併せ被災者支援の対応等
に遅れと混乱が生じた。

② 被災自治体では、初めての災害３法の適用に十分な知見と
ステージ毎の変化に対応できるだけの体制が物理的に取れ
にくかった。(限られた職員数と目先の対応に追われ先が読
めにくい状況)

③支援職員を采配するため受援自治体におけるマネジメント能
力を有する職員の不足と支援自治体側としても、事前の支援
ニーズの把握と責任を持って支援できるメニューと体制を提示
し、少しでも受援側自治体の災害対応の負担を軽くする必要。
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支援側自治体としての課題

①毎日報道された被災自治体がどうしても注目され、全国
から支援が集中してしまった。

②被災状況の目が届かない情報のエアポケットにある自
治体を見逃さないため、先遣隊を派遣するなど正しい
情報の確保と支援内容のマッチングを取る必要があった。

③短期支援、継続支援で複数の職員を派遣する場合はリー
ダを指名し受援側自治体と綿密な調整の上、助言、業務
に従事。

④大きな課題として、国、県、自治体及び地方６団体が連携
し効率的支援が出来るよう過去に被災した経験のある自
治体が支援業務内容毎チーム編成し、被災自治体のエリ
ア等を定めて置き、支援体制の構築を図る必要性。
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これからの災害に備え全国自治体としての課題

①いつ支援、受援の立場になるか解らないので、常に災害を想
定してそれぞれの立場をシュミレーションする必要

②災害３法に対応出来る徹底した現場対応、事務対応の訓練の
実施

③上記３法を過去に適用された自治体職員等を講師に災害対応
研修の実施
・部門別(例:・災対本部運営、避難所設置と運営(福祉避難所
含)、支援物資の受入と管理、ボランティアセンターの設置と
運営、罹災証明書の発行、応急仮設住宅の設置、災害がれ
き処理、市民への情報提供、 広報活動等)の研修の実施

④国・県・市町村の大規模災害時における対策と役割について
事前の確認研修が必要(災害対策基本法、災害救助法等)
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支援例: 市民との協働により運営された避難所
(東松島市の例)
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壊滅的な被害を受けた東松島市において大き
な役割を果たしたのは地域の「絆」と市民力

震災前から築き上げてきた地域分権型の市⺠協働のまちづくり

東松島の自治の
市民力が災害時
に機能

⾃助

共助

公助



14



15

平成１８年度から市民協働推進に取り組んでいたこともあり、多くの避難所で比
較的混乱なく運営することができた。
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全体量の約９７％をリサイクルする計画

震災瓦礫の分別によるリサイクル(東松島方式)

分別を行いながら解体し、それぞれの材質ごとに搬出する

機械力による大まかな分別作業

最終的には手作業により１９品目に分別

①土砂，②ヘドロ，③解体系木材，
④自然木，⑤コンクリート殻，⑥アスファルト殻，
⑦石膏ボード，⑧プラスチック類，
⑨繊維類，⑩畳，⑪粗大系（ベッドマットレス棟），

⑫金属類，⑬家電，⑭ガラス類，⑮小型家電，⑯消火
器，⑰油類，⑱肥料，⑲複合素材類
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①被災した家屋等は、
現場分別により１４
品⽬に分別

②可搬型の建設機械
等を活⽤した⼀次処
理作業

③徹底した⼿作業に
より１９品⽬に分別
による最終処理

「東松島⽅式による震災がれきのリサイクル」
〜被災者を中⼼とした市⺠の雇⽤約800⼈を実現〜

出展：河北新報（2014.7.6）より

震災ガレキ発⽣量109万8000ｔ
（東松島市で発⽣する⼀般廃棄物１1０年分）
全体の約97％をリサイクル

「混ぜれば“ごみ”、分ければ“資源”」

産学公⺠（地元建設業協会+東北⼤学等+東松島市+市
⺠）連携によるこの取組みは、事前の準備により、世界中
の各地域で、⼗分に実現できる取組みです。

【環境未来都市構想の先導事業①】
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4
～

5
/
1
0

市
内

〃
〃

2
4

医
療

・
健

康
相

談
矢

本
保

健
相

談
セ

ン
タ

ー
〃

保
健

推
進

課

2
5

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

相
談

矢
本

保
健

相
談

セ
ン

タ
ー

2
Ｆ

社
会

福
祉

協
議

会

2
6

生
活

福
祉

資
金

（
緊

急
小

口
資

金
）
貸

付
4
/
1
1
～

社
会

福
祉

協
議

会
〃

2
7

日
本

財
団

に
よ

る
弔

慰
金

・
見

舞
金

の
支

給
4
/
1
5
・
4
/
1
6

4
/
1
7
（
後

日
再

開
予

定
）

西
プ

レ
ハ

ブ
鳴

瀬
庁

舎
日

本
財

団

2
8

事
業

者
向

け
罹

災
証

明
書

の
交

付
鳴

瀬
庁

舎
（
商

工
観

光
課

）
災

対
産

業
部

商
工

観
光

課

2
9

教
育

相
談

・
就

学
援

助
助

成
・
幼

稚
園

保
育

料
減

免
申

請
受

付
教

育
総

務
課

災
対

教
育

部
教

育
総

務
課

3
0

東
北

防
衛

局
住

宅
防

音
工

事
関

連
相

談
4
/
7
～

（
火

・
木

・
土

）
企

画
政

策
課

今
後

場
所

変
更

あ
り

東
北

防
衛

局

3
1

年
金

相
談

4
/
6
～

市
役

所
１

階
市

民
の

室
日

本
年

金
機

構

3
2

宮
城

県
総

合
窓

口
税

務
課

宮
城

県

3
3

県
税

相
談

窓
口

税
務

課
〃

3
4

母
子

・
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
3
/
1
2
～

東
部

保
健

福
祉

事
務

所
0
9
0
-
5
2
9
1
-
1
5
4
2

〃

3
5

養
育

医
療

・
育

成
医

療
申

請
受

付
3
/
1
2
～

東
部

保
健

福
祉

事
務

所
0
9
0
-
5
2
9
1
-
1
5
4
2

〃



市
　
民

市
役
所

罹
災
証
明
書
の
記
入
（
当
初
手
書
き
）

・
建
物
住
所

・
世
帯
構
成
員
等

②
審
査

被
害
状
況
の
聞
き
取
り

　
発
行

被
害
状
況
調
査

り
災
の
判
定

公
印
押
印

市
控
え
を
コ
ピ
ー
（
デ
ー
タ
入
力
用
）

発
行
（
津
波
被
害
の
み
申
請
当
日
発
行
）

③
シ
ス
テ
ム

デ
ー
タ
の
入
力

　
へ
デ
ー
タ

罹
災
証
明
書
写
し
の
ス
キ
ャ
ン
（
デ
ー
タ
保
管
）

　
入
力

住
民
基
本
台
帳
と
の
突
合

・
住
基
住
所
と
り
災
建
物

・
世
帯
構
成
員

重
複
発
行
の
確
認
と
統
合

　
※
罹
災
証
明
書
の
発
行
は
１
部

④
り
災
判
定

申
告
し
た
被
害
程
度
に
明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
と

　
の
修
正

思
わ
れ
る
場
合

ア
パ
ー
ト
等
の
一
棟
判
定

現
地
調
査

再
判
定
（
り
災
程
度
変
更
の
有
無
）

訂
正
の
場
合
の
デ
ー
タ
入
力

⑥
全
棟
調
査

未
発
行
者
へ
の
調
査

デ
ー
タ
の
入
力

⑦
再
発
行

罹
災
証
明
書
の
紛
失
に
よ
る
再
発
行

　
原
本
証
明

法
務
局
等
に
提
出
用
の
原
本
証
明
の
発
行

　
の
発
行

⑤
再
判
定

罹
災

証
明

書
発

行
の

流
れ

①
申
込

市
役
所
へ
依
頼



り
災

証
明

の
デ
ー
タ
を
基

に
構

築
・
連

携
す
る
シ
ス
テ
ム

被
災
家
屋
の
所
在
地
、
被
害
状
況
、
居
住
世
帯
構
成

員
な
ど
を
取

り
ま
と
め
、
管

理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

り
災

証
明

管
理

シ
ス
テ
ム

被
災
者
の
再
建
方
法
、
支
援
金
の
申
請
状
況
な
ど
を

取
り
ま
と
め
、
管

理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

被
災

者
再

建
管

理

基
幹

シ
ス
テ
ム

住
家

の
被

害
に
対

す
る
義

援
金

の
申

請
・
支

給
を
管

理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

義
援

金
管

理
シ
ス
テ
ム

人
的

被
害

に
対

す
る
弔

慰
金

の
申

請
・
支

給
を
管

理

す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

弔
慰

金
管

理
シ
ス
テ
ム

生
活

資
金

や
住

宅
建

設
費

な
ど
の

災
害

援
護
資

金
の

貸
付

を
管

理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

災
害

援
護
資
金
管
理
シ
ス
テ
ム

被
災

者
生

活
再

建
支

援
金

制
度

（
基

礎
支

援
金

・
加

算
支
援
金
）
の
申
請
・支

給
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

被
災

者
生

活
再

建
支

援
金

管
理

シ
ス
テ
ム

市
で
独

自
に
実

施
し
て
い
る
住

宅
再

建
に
係

る
支

援

金
の

申
請

・
支

給
を
管

理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

市
独

自
支

援
管

理
シ
ス
テ
ム

仮
設

住
宅

お
よ
び
み

な
し
仮

設
の

入
退

去
者

を
管

理

す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

仮
設

住
宅

管
理

シ
ス
テ
ム

国
民

健
康

保
険

の
一

部
免

除
対

象
者

を
管

理
す
る
シ

ス
テ
ム
で
す
。

国
民

健
康

保
険

一
部

免
除

管
理

シ
ス
テ
ム

固
定
資
産
税
の
減
免
対
象
や
防
災
区
域
な
ど
を
表

示
・
管

理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

固
定

資
産

税
地

図
シ
ス
テ
ム

住
民
基
本
台
帳
を
も
と
に
、
住
民
の
被
害
状
況
や
支

援
制
度
の
申
請
状
況
な
ど
を
表
示

す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

被
災

者
情

報
管

理
シ
ス
テ
ム

防
災

集
団

移
転

対
象

者
の

移
転

先
地

の
区

画
の

割
り

付
け
・
契
約
な
ど
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

防
災

集
団
移

転
区
画

管
理

シ
ス
テ
ム

防
災

集
団

移
転

対
象

者
の

住
宅

再
建

に
係

る
補

助
金

の
申

請
・
支

給
を
管

理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

防
災

集
団
移

転
補

助
金

管
理

シ
ス
テ
ム

災
害
公
営
住
宅
の
入
居
者
、
入
居
希
望
者
を
管
理
す

る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

災
害

公
営
住

宅

管
理

シ
ス
テ
ム

防
災
集
団
移
転
団
地
以
外
に
移
転
す
る
、
個
別
移

転
対
象
者
の
住

宅
再
建
に
係
る
補
助
金
の
申
請
・支

給
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

が
け
地

近
接

等
危

険
住

宅

移
転

事
業

管
理

シ
ス
テ
ム

被
災
家
屋
の
解
体
・
撤
去
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

解
体

撤
去

管
理

シ
ス
テ
ム



平
成

28
年

9
月

1
日

 

『
宮

城
北

部
連

続
地

震
、

東
日

本
大

震
災

、
熊

本
地

震
支

援
の

 
経

験
を

《
 
災

害
時

行
政

実
務

研
修

 
》
に

込
め

て
』

 

 ～
あ

の
日

を
忘

れ
ず

と
も

に
未

来
へ

～
 

東
松

島
一

心
（

一
進

）
 

わ
 

  
東

松
島

市
は

、
２

０
０

３
年

（
平

成
１

５
年

）
７

月
２

６
日

に
、

１
日

で
震

度
６

の
地

震
が

３
回

発
生

し
た

活
断

層
に

よ
る

直
下

型
地

震

「
宮

城
北

部
連

続
地

震
」
で

の
被

災
を

教
訓

に
、

市
制

施
行

後
は

、
近

い
将

来
に

発
生

が
予

測
さ

れ
て

い
た

「
宮

城
県

沖
地

震
」

に
備

え
て

、
重

点
施

策
と

し
て

「
災

害
に

強
い

ま
ち

づ
く

り
」
を

目
指

し
て

い
た

と
こ

ろ
で

し
た

。
 

 
２

０
１

１
年

（
平

成
２

３
年

）
３

月
１

１
日

１
４

時
４

６
分

、
三

陸
沖

を
震

源
と

し
て

発
生

し
た

「
東

日
本

大
震

災
（
地

震
名

：
東

北
地

方
太

平
洋

沖
地

震
。

深
さ

約
２

４
km

マ
グ

ニ
チ

ュ
ー

ド
９

．
０

）
」
で

、
震

度
６

強
（
最

大
震

度
７

）
を

記
録

し
ま

し
た

。
地

震
に

よ
っ

て
大

規

模
な

津
波

が
発

生
し

、
想

定
を

大
き

く
上

回
る

そ
の

被
害

は
、

本
市

で
１

,１
１

０
人

の
尊

い
人

命
が

失
わ

れ
、

未
だ

２
４

名
が

行
方

不
明

で
あ

り
、

家
屋

被
害

も
半

壊
以

上
が

１
１

,０
０

０
棟

を
超

え
、

市
街

地
の

約
６

５
％

が
浸

水
し

ま
し

た
。

 

現
在

も
、

全
国

か
ら

ご
支

援
を

い
た

だ
き

、
復

興
・
創

生
を

成
し

遂
げ

る
た

め
、

市
民

と
と

も
に

、
全

力
で

復
興

に
ま

い
進

し
て

い

ま
す

。
ま

た
、

熊
本

地
震

に
お

い
て

は
、

二
度

の
大

き
な

震
災

の
経

験
を

活
か

し
、

熊
本

県
西

原
村

に
対

し
、

災
害

対
策

本
部

の
運

営
、

震
災

が
れ

き
の

処
理

、
罹

災
証

明
書

の

発
行

や
計

画
策

定
に

向
け

た
ノ

ウ
ハ

ウ
の

提
供

を
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
し

た
。

 

ご
支

援
を

い
た

だ
い

た
皆

様
に

、
大

き
な

２
つ

の
地

震
、

津
波

を
も

経
験

し
た

東
松

島

市
が

出
来

る
こ

と
 
『
 
恩

返
し

 
』
 
の

ひ
と

つ
と

し
て

の
提

案
を

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

 

   【
面

 
積

】
１

０
１

.８
６

ｋ
㎡

（
津

波
浸

水
面

積
３

７
ｋ
㎡

 
３

６
%
 

市
街

地
浸

水
８

ｋ
㎡

  
６

５
%
）
 

 
 

【
人

口
・
世

帯
数

】
 

 

平
成

２
３

年
３

月
１

日
現

在
 

４
３

,１
４

２
人

 
 
１

５
,０

８
０

世
帯

 

平
成

２
８

年
７

月
１

日
現

在
 

４
０

,２
２

５
人

 
 

１
５

,４
３

５
世

帯
 

【
基

幹
産

業
】
 

農
業

（米
、

野
菜

等
）、

水
産

業
（カ

キ
、

海
苔

等
） 

【
家

屋
被

害
等

】
 

■
東

日
本

大
震

災
に

お
け

る
罹

災
証

明
発

行
件

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
平

成
２

５
年

１
２

月
３

１
日

現
在

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（単

位
：
棟

） 

区
分

 
全

 
壊

 
大

規
模

半
壊

半
 

壊
 

一
部

損
壊

 
合

 
計

 

棟
数

 
５

,５
１

３
 

３
,０

６
０

 
２

,５
０

０
 

３
,５

０
６

 
１

４
,５

７
９

 

※
全

壊
棟

数
の

内
（
流

失
１

,２
６

４
棟

）
、

避
難

者
（
最

大
）
１

５
,１

８
５

人
、

避
難

所
（
述

べ
）
１

１
８

箇
所

 

“
実

効
性

の
あ

る
避

難
訓

練
等

の
事

前
準

備
の

在
り

方
は

、
い

ざ
と

い
う

と
き

は
、

行
政

は
ど

う
動

く
べ

き
か

”
 
 

     

【
１

】
 
宮

城
北

部
連

続
地

震
、

東
日

本
大

震
災

の
経

験
を

全
国

へ
つ

な
ぐ

思
い

 

【
２

】
 
東

松
島

市
の

概
要

、
東

日
本

大
震

災
被

害
の

被
害

状
況

 

東
松
島
市
で
は
１
年
か
け
て
《
災
害
時
行
政
実
務
研
修
》
を
実
施
し
ま
す
。

 
震
災
か
ら
５

年
が
経
過
し
て
も
な
お
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
・
創
生
に
は
マ
ン
パ
ワ
ー
が
必
要
で
す
。
 

ご
派
遣
い
た
だ
い
た
職
員
に
平
成
２
９
年
度
の
１
年
を
か
け
て
、
災
害
時
の
行
政
事
務
ノ
ウ
ハ
ウ
（
問
題
点
、
課
題

を
含
む
。
）
・
資

料
を
す
べ
て
お
伝
え
し
ま
す
。

 



 
   第

１
回

 
東

松
島

市
の

復
旧

・
復

興
か

ら
創

生
へ

の
取

組
み

 
～

総
括

～
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（
４

月
予

定
） 

 
「
東

日
本

大
震

災
３

.１
１

の
衝

撃
」
_２

ｈ
、

「
復

興
の

ま
ち

づ
く

り
と

総
合

計
画

」
_２

ｈ
 

 
 

 
リ

ー
ダ

ー
が

決
断

し
、

職
員

に
指

示
し

た
思

い
は

ど
こ

に
あ

っ
た

の
か

、
そ

の
際

に
重

要
な

、
庁

内
及

び
市

民
と

の
情

報
の

共
有

と
連

携
、

震
災

で
活

か
さ

れ
た

市
民

力
な

ど
、

発
災

時
に

お
け

る
東

松
島

市
の

状
況

及
び

取
組

み
の

概
要

、

ま
た

、
発

災
後

１
か

月
に

示
し

た
復

旧
・
復

興
指

針
、

そ
の

後
の

復
興

ま
ち

づ
く

り
計

画
の

策
定

や
総

合
計

画
と

の
整

合

な
ど

、
こ

れ
ま

で
の

復
旧

・
復

興
の

歩
み

か
ら

、
創

生
に

向
け

た
方

針
等

の
概

要
を

総
括

的
に

お
伝

え
し

ま
す

。
 

第
２

回
 

宮
城

北
部

連
続

地
震

の
教

訓
、

東
日

本
大

震
災

で
活

か
し

た
取

組
み

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 （
５

～
６

月
予

定
） 

災
害

廃
棄

物
の

分
別

処
理

、
市

民
協

働
に

よ
る

ま
ち

づ
く

り
な

ど
、

北
部

連
続

地
震

を
教

訓
と

し
て

取
組

ん
だ

「
災

害

に
強

い
ま

ち
づ

く
り

」に
つ

い
て

、
東

日
本

大
震

災
で

活
か

さ
れ

た
実

例
を

踏
ま

え
、

そ
の

内
容

を
お

伝
え

し
ま

す
。

 

さ
ら

に
、

熊
本

地
震

に
際

し
、

熊
本

県
西

原
村

に
提

供
し

た
罹

災
証

明
書

発
行

手
続

き
（
実

地
研

修
を

含
む

。
）
、

東

松
島

市
方

式
の

災
害

廃
棄

物
（
災

害
が

れ
き

）
分

別
処

理
に

つ
い

て
、

詳
し

く
説

明
し

ま
す

。
ま

た
、

地
震

と
津

波
の

罹

災
判

定
、

交
付

方
法

の
違

い
や

調
査

方
法

等
、

実
践

に
即

し
た

事
例

も
お

伝
え

し
ま

す
。

 

第
３

回
 

発
災

直
後

か
ら

２
４

時
間

の
対

応
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

（
７

月
予

定
） 

(1
) 

災
害

対
策

本
部

の
運

営
（
構

成
、

開
催

時
間

、
内

容
、

情
報

整
理

）
、

ご
遺

体
の

埋
葬

、
国

・
県

へ
の

要
請

な
ど

 

(2
) 

人
命

救
助

、
避

難
所

の
開

設
及

び
市

民
に

よ
る

運
営

（
避

難
所

運
営

、
安

否
確

認
、

支
援

物
資

対
応

な
ど

）
 

(3
) 

被
害

状
況

の
把

握
、

情
報

の
収

集
・
発

信
と

共
有

、
職

員
が

自
ら

考
え

採
る

べ
き

行
動

な
ど

 

第
４

回
 

発
災

後
２

週
間

ま
で

の
対

応
に

つ
い

て
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
８

月
～

予
定

） 

(1
) 

市
民

へ
の

適
切

な
現

状
と

応
急

対
応

情
報

の
発

信
 

(2
) 

食
料

調
達

、
支

援
物

資
の

要
請

及
び

管
理

 

 
 

 
 

道
路

状
況

等
に

よ
り

支
援

物
資

が
深

夜
に

届
く

こ
と

が
多

い
た

め
、

荷
卸

し
対

応
な

ど
の

人
員

確
保

策
、

保
管

場
所

（
拠

点
受

入
施

設
・
地

域
受

入
施

設
）
の

選
定

・確
保

な
ど

 

 
(3

) 
激

甚
災

害
法

、
災

害
救

助
法

、
被

災
者

生
活

再
建

支
援

法
（
応

急
対

応
の

た
め

の
法

律
）
の

運
用

と
解

釈
 

仮
設

住
宅

の
入

居
基

準
、

民
間

ア
パ

ー
ト
等

の
み

な
し

仮
設

（
借

り
上

げ
）
住

宅
対

応
の

検
討

、
住

宅
応

急
修

理
制

度
利

用
の

注
意

事
項

及
び

受
付

方
法

の
検

討
、

被
災

者
支

援
シ

ス
テ

ム
の

構
築

な
ど

 

第
５

回
 

発
災

後
３

週
間

か
ら

１
か

月
の

対
応

に
つ

い
て

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
１

０
月

～
予

定
）
 

(1
) 

こ
れ

ま
で

の
被

害
実

態
か

ら
学

ぶ
弾

力
的

な
運

用
 

仮
設

住
宅

の
入

居
期

間
延

長
や

生
活

再
建

支
援

金
の

申
請

期
日

の
大

幅
延

長
等

の
要

請
方

法
、

罹
災

証
明

書

の
効

率
的

な
発

行
、

住
宅

応
急

修
理

制
度

の
受

付
、

審
査

等
の

留
意

点
な

ど
の

具
体

例
 

(2
) 

復
旧

・
復

興
に

向
け

た
動

き
 

住
民

説
明

会
の

開
催

、
復

旧
・
復

興
指

針
の

作
成

、
復

旧
・
復

興
計

画
（
ビ

ジ
ョ
ン

）
策

定
へ

の
準

備
 

対
策

本
部

、
復

旧
・
復

興
本

部
体

制
の

運
用

方
法

と
庁

内
推

進
組

織
及

び
職

員
の

人
事

配
置

の
取

組
み

 

第
６

回
 

復
興

事
業

等
に

つ
い

て
（
発

災
後

２
か

月
か

ら
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
１

２
月

予
定

） 

(1
) 

住
宅

再
建

事
業

（
災

害
公

営
住

宅
、

土
地

区
画

整
理

事
業

等
）
の

整
備

手
法

の
検

討
 

(2
) 

職
員

の
メ

ン
タ

ル
対

応
、

復
興

業
務

人
員

確
保

策
 

(3
) 

復
興

基
本

方
針

（
段

階
的

な
方

針
）の

作
成

と
復

旧
・
復

興
計

画
（
将

来
ビ

ジ
ョ
ン

）の
策

定
及

び
推

進
体

制
 

※
部

門
別

、
集

団
移

転
、

被
災

元
地

活
用

（
土

地
区

画
整

理
事

業
）
な

ど
に

係
る

内
容

も
検

討
中

で
す

。
 

 

【
３

】
 
研

修
（
全

国
に

つ
な

ぐ
）
の

内
容

（
案

）
 

（
担
当
・
連
絡
先
）
東
松
島
市
役
所
総
務
部
総
務
課
 

人
事

班
長
：
高
橋
 
篤
志
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